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第第11節節  学学校校教教育育  

１１  令令和和６６年年度度  ううるるまま市市ののめめざざすす学学校校教教育育  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【学校教育の基本目標】  
郷土に誇りをもち、未来を拓く人づくり 

【めざす子供像】 「生きる力」を身に付け 高い志をもった 「うるまっ子」 
令和６年度 

確かな学力「見通す力、振り返る力」 
自らの考えをもって学び合い、教え合いながら
進んで学習する子を育てよう！ 

 
豊かな心  「かかわる力」 
いのちや人権を尊重する子、 
思いやりのある子を育てよう！ 

 
健やかな体  「やりぬく力」 
困難なことがあっても粘り強く取り組み、  
挑戦する子を育てよう！ 

 

■主体的・対話的で深い学びの実現 
○ 「授業における基本事項」の徹底で授業の土台づくり 
○ 問いをもたせる単元・授業デザインと日常的な質的改善 

■道徳教育の充実 
○ 組織的な取組・充実による年間指導計画作成と授業づくり 
○ 豊かな体験活動と凡事徹底の推進 

■健康の基盤づくり 
○ 学校体育の充実と小中連携した一校一運動の取組 
○ 適正な運動部活動（休日地域移行の取組） 
○ 思春期教室・性教育の実施と健康教育の充実 

■保幼こ小中連携教育の充実 
○ 学校段階間の円滑な接続・連携した教育課程の編成 
○ 教育活動の交流や乗り入れ授業・合同研修会の実施 
○ 学びや生活の基本を保障する架け橋プログラムの工夫 

■児童生徒理解に基づく生徒指導 
○ 常態的・先行的生徒指導の創意工夫（未然防止の徹底） 

 SEL や SST 等、社会性育成のためのプログラム実施 
○ 生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援 

■特別活動の充実 
○ 学級活動での話合い活動の工夫充実 
○ 学級活動と連動した、子供主体の児童会・生徒会活動 

■特別支援教育と切れ目のない支援の充実 
○ 巡回支援員派遣、関係機関連携  
○ 小中をつなぐ個別の教育支援計画･指導計画の活用 

■個別支援の充実と学習保障・学力保障 
○ 通所支援と市適応指導教室等での居場所づくり 
○ 校内自立支援教室の設置（  
○ オンラインによる学習支援 

学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の推進 
 

◆ 「地域と共にある学校（地域学校協働活動と一体的に推進する市民協働学校）」 
       ～学校と家庭・地域が目標とビジョンを共有し、子供の成長を支える～ 

○地域を生かす、地域で学ぶ ○地域に還す、地域に貢献する ○市民協働学校推進で学校参画 
 

◆ 「GIGA スクール構想による新しい学びのスタイルの実現」 
       ～ICT を指導改善や学習改善に活用し、多様な子供たちを誰一人取り残さない学び続ける子供～ 

○個別最適な学びと協働的な学び ○テストや自学自習への活用 ○距離を超えて「つながる」  
 

◆ 「教職員が協働して学びの質を高める授業改善・学校改善」 
       ～子供の実態を把握し課題を明確にした学校教育の推進～ 

○ｱｾｽﾒﾝﾄを活用した学級づくり ○全職員で取り組む授業づくり ○経験の振り返りと対話で高め合う教職員集団 
 

学校教育を支える 

評価の改善・充実 ～自立した学習者の育成のために～ 
・目的を持った机間指導で学習状況を見取る 
・形成的評価を実施し授業改善に生かす(ﾃｽﾄ改善） 
・つまずきに対応するための実態に合った ICT 活用によ
る教材提供と組織的・計画的な補習指導 

共通実践項目「あいさつ・返事・後始末」 
～幼児期から、学校・家庭・地域が一体となって取り組む～ 

重点項目 

勇気づけのボイスシャワー 
自己有用感を味わわせ、 
自己肯定感を高めるために 
子供たちの良さや頑張りを 
価値づける 

 

人を大切にする「聴くこと」 
人間関係の構築のために 
互いの話を最後まで「聴く」、 
相手の思いを「聴く」という 
対話の基本を身に付ける 
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３３  令令和和６６年年度度  ううるるまま市市管管理理行行政政のの基基本本方方針針  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

めめざざすす子子供供像像  
「生きる力」を身に付け 
高い志をもった「うるまっ子」 

 

教教職職員員関関係係法法令令  
・学校教育法、教育公務員特例法 
・公立の義務教育諸学校等の給与
等に関する特別措置法 

・地方教育行政の組織及び運営に
関する法律 

・市町村立学校職員給与負担法 
・教員免許法・地方公務員法 
・労働基準法 
・市立学校職員服務規程 

 

めめざざすす学学校校像像  
「地域と共にある学校」 
地域学校協働活動と一体的に推進
する市民協働学校 

 

環環境境整整備備【【教教育育のの情情報報化化】】  
○情報ネットワーク 
○統合型校務支援システム 
○GIGA スクール構想 

 

求求めめるる教教員員像像  
①人間性豊かで教育者としての使
命感と児童生徒への教育的愛情
のある教員 

②幅広い教養と教育に関する専門
的知識・技能を有し、常に学び続
ける実践的指導力のある教員 

③自然、歴史及び文化に誇りを持
ち、多様性を受容し、グローバル
な視点を兼ね備えた教員 

④豊かなコミュニケーション能力
を有し、組織力を活用できる総合
的な人間力を持った教員 

 

教教育育実実践践をを重重ねねるるここととにによよるる指指導導力力のの向向上上  
～～教教職職員員研研修修事事業業計計画画をを通通ししてて～～ 

組組織織のの一一員員ののととししててのの自自覚覚をを高高めめるる職職能能成成長長  
～～組組織織ママネネジジメメンントト・・服服務務のの確確立立ををととおおししてて～～ 

① 初任者研修 
○ 校内における研修、校外における研修 

② 教職経験２年目研修 
③ 教職経験３年目研修 
④ 教職経験５年目研修 
⑤ 中堅教諭等資質向上研修 
⑥ 市教育支援センター長期研修 
⑦ 県総合教育センター長期研修・夏季研修 
⑧ 校内研修 
○ 授業研究、授業リフレクション 

⑨ 中央研修、研究会活動における研究等 

① 教職員評価システム（年３回） 
○ 資質・能力評価  
○ 業績評価 

  ○ 校長との面談 
② 校内服務規律研修（コンプライアンスリーダー） 
③ 学年・学級、教科経営案の作成、見直し等 
④ 週案を通した日々の計画・実践・記録 
⑤ 校務改善の努力 

○ 諸会議、諸連絡等の工夫改善 
  ○ 資料整理、事務引き継ぎ等の充実 
⑥ メンタルヘルス 

○ 健康管理、休暇等の取得、出退勤時刻の確認 

 

公教育を行うためには、全ての教職員が教育に携わる公務員とし
て、職責の重大性を自覚し、情熱を持って教育の充実に取り組む必要
がある。 
あわせて、各校が校長のリーダーシップのもと、児童生徒の夢と笑

顔を大切にし、組織マネジメントを生かした服務キャリア形成、研修
体系を生かした研究および指導力の向上を目標に自主的・自律的に
特色ある教育活動を展開していく必要がある。 

管管理理職職にによよるる支支援援ののポポイインントト  
教職員一人一人が、身に付けた資質・能力を発揮し、めざす子供像、学校像に迫るためには、学校における同僚性

を生かすとともに、自ら授業や諸教育活動に興味を持って取り組むことが大切である。 
そのためには４つの視点を持ち、教職のキャリア形成を踏まえて職能成長を重ねていくことが望ましい。 

 

主主体体的的なな資資質質向向上上・・能能力力開開発発  
研修履歴の記録（必須記録研修、任
命権者が必要と認める研修） 

 

児児童童生生徒徒のの資資質質・・能能力力のの育育成成  
～子供の学ぶ力や育つ力を伸ばし高める～ 

心心身身のの健健康康  
定期健康診断の奨励 
ストレスチェックの実施 

 

子供達の学力保障と成長保障 
「チーム学校」づくり推進 

学び合う教職員の資質・能力向上 
カリキュラム・マネジメントを生かした自立的学校経営の推進 

各種表彰 

○
市
教
育
委
員
会
表
彰
（
教
職
員
） 

○
市
教
育
実
践
グ
ラ
ン
プ
リ 

○
文
部
科
学
省
、
沖
縄
県
等
の
表
彰 

 

学校訪問 

○
学
校
支
援
訪
問 

○
校
内
に
お
け
る
要
請
訪
問 

 

教教職職員員一一人人一一人人がが資資質質・・能能力力をを発発揮揮ささせせるるたためめのの４４つつのの視視点点  

ここれれかかららのの時時代代にに必必要要なな教教師師力力のの育育成成  
～チーム学校の中で職能成長を図る～ 

令令和和６６年年度度  努努力力目目標標  
〇 未来志向を持って、教育施策の推進に努める 
〇 共感的理解に立って、工夫・改善・協働に努める 

育育成成方方針針  
① 学校職員として職務に専念するとともに、授業及び校務を 
通して職能成長を図る 

② 教職員研修計画に基づく研修の充実を通して指導力向上を 
図る 

支支  ええ  学学  びび  培培  うう  育育  ちち  
職員間、学校間の交流に積
極的に取り組み、相互支援
のある同僚性を身に付ける
よう努める。 

学習指導要領、諸研究資料
に基づいた教材研究、指導
方法の工夫改善に努める。 

健康増進、深い教養に関心
を持ち、情操豊かな教職経
験を重ねていけるよう心が
ける。 

社会人としての経験を豊か
にするとともに、子供の多
様な発達段階や校務の理解
を深める。 

 日日常常的的なな同同僚僚性性のの発発揮揮とと管管理理職職にによよるる支支援援  
～～日日頃頃かかららのの授授業業参参観観ををととおおししてて～～ 

①学年内におけるミドルリーダーとのコミュニケー 
 ションの充実（学年会・教科会、等） 
②校長、副校長、教頭、主幹教諭による日常的な 
 参観を通した助言と子どもへの励ましの言葉 
③校内における相互授業参観の奨励 

 

学学校校間間交交流流のの機機会会をを生生かかすす  
① 校内研修の学校間交流 
② 校種間（保幼こ小、小中、中高） 
連携による交流 

③ 県外学校との交流 

 

校校外外ににおおけけるる研研修修機機会会をを生生かかすす  
①各種研修会、研究発表会への積極的
な参加による交流 

②主体的な研究会活動への参加による 
専門性の向上 
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③スーパーバイザー（医師）・学校教育アドバイザーの配置（必要に応じ助言を行う） 

   ④組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．入級対象児童生徒 

うるま市に住所を有し、かつ、小中学校に在籍し、心理的要因等によって登校できない児童生徒
で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） うるま市教育支援センターにおいて適応指導教室における指導及び助言が効果的と判断され、
かつ、通級が可能であるもの 

（２） 不登校児童生徒及び当該不登校児童生徒の保護者が適応指導教室に入級することを希望する 
    もの 
（３） 適応指導教室に入級を希望する児童生徒の在籍する学校長が適応指導教室に入級することを 

認めたもの 
 

５．（入級・退級の決定） 

   適応指導教室の入級・退級の可否は、教育委員会が決定し、対象児童生徒の在籍する学校長へ 
通知する

・スーパーバイザー 

・学校教育アドバイザー 

・沖縄県適応指導教室連絡協議会 

・うるま市不登校対策連絡協議会 

・医療機関 

・その他関係機関 

適

応

指

導

教

室

判定委員会

協力委員会

「
さ
わ
や
か
学
級
」 

「
い
し
か
わ
ル
ー
ム
」 

原 籍 校 

家 庭 

市 教 育 委 員 会 

教育支援センター 

う
る
ま
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
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６．適応指導教室の運営・活動 

   ① 開設期間及び日時 
     5月～翌年3月中旬 
     月曜日から金曜日（休業日は公立学校に準ずる。) 
     8：30～12：00（児童生徒の状況に応じて午後の対応も考慮する。） 
    

② 運営方針 
    

③ 指導・支援の内容 
     ア、教育相談 イ、体験活動 ウ、学習活動 エ、基本的生活習慣の4本の柱で実施します 
       

 

めざす子ども像 

自分の気持ちを表現することができる 

相手を思いやることができる 

考えて行動することができる 



学
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６６  青青少少年年健健全全育育成成事事業業  

 １．業務内容  

   ⑴ 電話、面接、文書及び訪問などによる相談活動に関すること。 
   ⑵ 児童生徒の生活指導のための家庭及び学校への訪問に関すること。 
   ⑶ 青少年の非行防止に関する家庭、地域の啓発に関すること。 
   ⑷街頭指導に関すること。 
   ⑸学習支援活動、その他、青少年の健全育成に関すること。 
 

 ２．青少年健全育成事業の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

青

少

年

健

全

育

成

事

業

来室相談
生徒、既卒者、保護者の面接相談を実施し、困りごとを整理した上で必

要な支援につなぐ。

継続の面接相談では自己理解を深め、必要に応じて心理検査を実施。

寄り添い支援
各学校に配置し、不登校や登校しぶりの児童生徒に対しての登校支援、

学習支援等を行う。

※家庭支援員 2名 （支援の詳細は〈自立へ向けた支援の流れ〉を参照） 

※青少年支援員 ８名 

 配置校：石川中、伊波中、与勝中、あげな中、具志川中、具志川東中、高江洲中 

就労支援 
既卒者を就労へ向けて各関係機関につなぎ、自立へ向けた

支援を実施する。 

子どもの貧困 

対策事業 
概ね12歳～18歳の子ども達の居場所で、自立へ向けた生

活支援やキャリア形成教育等の総合的な支援を実施。 

〈 自立へ向けた支援の流れ 〉 

自立 
(就労、学校復帰) 

・本人、保護者、学校、 

関係職員 

・インテークを実施、困りご

との整理、支援方法を検討 

面接相談 

就労支援 

支援メニュー 

貧困対策事業 

(若者居場所) 

来室相談 

う
る
ま
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
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３３  ううるるまま市市立立学学校校給給食食セセンンタターー組組織織図図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

調理等業務委託 実施状況 

H27 第二調理場 

H28 石川学校給食センター 

H30 第一調理場 

R4 与勝調理場 

所 長 

(第一調理場勤務) 

第一調理場 
TEL：973-1111 

FAX：973-1148 

センター長 

(調理係長) 

センター長 

(給食施設係主査) 

第二調理場 
TEL：973-1112 

FAX：973-1303 

第一調理場 

県費学校栄養職員     2 名 

(株)オーディフ※１ 

栄養士          1 名 
調理員          17 名 

センター長 

(調理係長) 

石川学校給食センター 
TEL：965-3150 

FAX：965-3282 

センター長 

(調理係長) 

与勝調理場 
TEL：978-3522 

FAX：978-3555 

第二調理場 

県費学校栄養職員     2 名 

(株)オーディフ※1 

栄養士          1 名 

調理員          28 名 

石川学校給食センター 

県費学校栄養職員     2 名 

(株)日本ユニテック※1 

栄養士          1 名 

調理員          17 名 

与勝調理場 

 調理係長        1 名 

県費学校栄養職員        2 名 
こども園担当栄養士※2    2 名 

(株)日本ユニテック※1 

栄養士          1 名 
調理員          25 名 

※1 調理等業務委託 

※2 会計任用職員 

センター長 

(津堅小中学校長兼務) 

津堅学校調理場 
TEL：978-2141 

FAX：978-1005 

津堅学校調理場 

 栄養士※2        1 名 
 調理員※2        2 名 

〔職 員〕 

所 長        1 名 

給食施設係長      1 名 

給食係長        1 名 

調理係長        3 名 

再任用職員(主査)    2 名 

事務職(本務)      3 名 

会計任用調理員(栄養士) 3 名 

会計任用調理員(調理係) 2 名 

県費学校栄養職員    8 名 

 

       計 24 名 

 

給食施設係長 

(第二調理場勤務) 

給食施設係 1名 

再任用職員 2名 

給食係長 

(第一調理場勤務) 

給食係   2 名 



学
校
教
育

- 89 -

４４

学
校
給
食

学
校
給
食



- 90 -



学
校
教
育

- 91 -

学
校
給
食



- 92 -



学
校
教
育

- 93 -

学
校
給
食



















- 100 -















生
涯
学
習
振
興

- 105 -



- 106 -









- 110 -



生
涯
学
習
振
興

- 111 -

生
涯
学
習
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー



- 112 -









- 116 -



生
涯
学
習
振
興

- 117 -

生
涯
学
習
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー



- 118 -



生
涯
学
習
振
興

- 119 -

番号 サークル名 種　別 活動回数（月） 場　所

1 ヨガサークル月火美人 ヨガ 毎週 火 4 10:00 ～ 12:00 中ホール

2 絵手紙オアシス会 絵手紙 第2週 木 1 14:00 ～ 16:00 調理室

3 かつれんＺＵＭＢＡサークル ＺＵＮＢＡ 毎週 木 4～5 19:00 ～ 21:00 中ホール

4 パソコンサークルＰico パソコン 毎週 木 4～5 14:00 ～ 16:00 視聴覚室

5 ゆうなの会 手芸 第1・3週 木 2 10:00 ～ 12:00 研修室2

6 チャーム・１０（テン） パソコン 毎週 木 4 19:00 ～ 21:00 視聴覚室

7 オカリナサークル風の音 オカリナ 毎週 木 4～5 19:00 ～ 21:00 研修室1

8 少林武術太極拳　呈祥 太極拳 毎週 金 4～5 14:00 ～ 16:00 中ホール

9 アートクラブ 絵画 毎週 土 4～5 13:00 ～ 15:00 研修室2

10 勝連民踊愛好会 民踊 毎週 土 4～5 14:00 ～ 16:00 中ホール

11 響鳴太鼓 太鼓 毎週 土 4～5 17:00 ～ 19:00 中ホール

12 フラサークル　マカラプア フラダンス 毎週 土 4～5 19:30 ～ 21:30 中ホール

令和６年4月現在

活動時間活動日

勝連地区公民館 うるま市勝連平安名3047番地 ☎ 978-7194お問い合わせ先

生
涯
学
習
文
化
振
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ー
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第第 33節節  図図書書館館  

1 図書館の概要 

1. 図書館の運営 

 高度情報化社会を迎え、生涯学習の必要が強調されるなかで市の情報センターとして、 
市民の生涯にわたる自己学習を援助し、生活課題の解決と文化の進展に寄与する図書館づくり 
に努める。 
 

2. 基本方針 

① 貸出サービスの充実 
② 日常生活の多様な質問に応える。 
③ 新鮮で豊富な資料を揃える。 
④ 児童サービスの重視 
⑤ 不自由な人へ配慮する。 
⑥ 地域文化及び産業を支援する。 
⑦ 総合目録とインターネット利用によるサービスの実施 

 

3. 施設概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所在地 〒904-2221 
うるま市字平良川 128 番地 

開館年月 平成 3年 4月 

施設 
延面積 3,284 ㎡ 

建物の 
単独複合
の別 

単 独 

総工事費 約 10 億円 

中 央 図 書 館 
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認定証データ提供：うるま市未来プロジェクトグル－プ  
 



 

 

琉球王国時代、中国の使者に供された宮廷料理には、高級
品の豚肉も使用されていましたが、太平洋戦争によって人々
の命とともに独自の食文化も失われようとしていました。 
その窮状を憂いたハワイ移民のウチナーンチュ達が、1948 年
9 月 27 日、買い付けた大量の豚と共に海を超え、現在のうる
ま市の米軍港に到着しました。 
ハワイの豚はその後沖縄県各地に贈られ、沖縄県民の命を

繋ぎ、多彩な琉球食文化を守ることができました。 
うるま市では 9月 27 日を『海から豚がやってきた記念日』

に制定し、歴史と食文化を継承しています。 
ティビチのぷるぷるコラーゲンは絶品で、タンパク質は健

康長寿の源です。 
戦後、うるま市民はティビチを入れたおでんやそば等を考案
して食文化を発展させ、今でも県民に愛される郷土料理とし
て食されています。 

『未来の 100 年フード部門』認定 
ティビチ料理 




